
国土技術政策総合研究所 研究評価委員会 

委員名簿 

委員長 

角 哲也 京都大学防災研究所 教授 

委員 

有吉 善則 (一社)住宅生産団体連合会 建築規制合理化委員会委

員長 

大和ハウス工業株式会社 

取締役常務執行役員 法令遵守・品質保証推進本部長 

伊香賀 俊治 慶應義塾大学理工学部 教授 

石山 宏二 (一社)日本建設業連合会 土木工事技術委員会 土木

技術開発部会 部会長 

西松建設株式会社 技術研究所 所長 

井出 多加子 成蹊大学経済学部経済経営学科 教授 

大口 敬 東京大学生産技術研究所 教授 

古関 潤一 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻 教授 

谷口 綾子 筑波大学大学院システム情報工学研究科 教授 

羽生 冬佳 立教大学観光学部 教授 

兵藤 哲朗 東京海洋大学学術研究院流通情報工学部門 教授 

※五十音順、敬称略
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委員長 角　哲也 京都大学防災研究所　教授

(一社)住宅生産団体連合会 建築規制合理化委員会委員長

大和ハウス工業株式会社
取締役常務執行役員 法令遵守・品質保証推進本部長

伊香賀　俊治 慶應義塾大学理工学部 教授

(一社)日本建設業連合会 土木工事技術委員会 土木技術開発部会 部会長

西松建設株式会社　技術研究所　所長

井出　多加子 成蹊大学経済学部経済経営学科 教授

大口　敬 東京大学生産技術研究所 教授

古関　潤一 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻 教授

谷口　綾子 筑波大学大学院システム情報工学研究科 教授

羽生　冬佳 立教大学観光学部 教授

兵藤　哲朗 東京海洋大学学術研究院流通情報工学部門 教授

主査 古関　潤一 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻 教授

鼎　信次郎 東京工業大学環境・社会理工学院土木・環境工学系 教授

里深　好文 立命館大学理工学部 教授

(一社)建設コンサルタンツ協会　技術委員会委員長

パシフィックコンサルタンツ株式会社 取締役 常務執行役員

関本　義秀 東京大学空間情報科学研究センター　教授

田村　圭子 新潟大学危機管理本部危機管理室 教授

戸田　祐嗣 名古屋大学大学院工学研究科 教授

中島　典之
東京大学環境安全研究センター 教授（東京大学大学院工学系研究科都市
工学専攻兼担、環境質リスク管理）

濵岡　秀勝
秋田大学大学院理工学研究科システムデザイン工学専攻土木環境工学
コース 教授

主査 伊香賀　俊治 慶應義塾大学理工学部 教授

河野　守 東京理科大学理工学研究科国際火災科学専攻 教授

(一社)住宅生産団体連合会　建築規制合理化委員会副委員長

(一社)日本ツーバイフォー建築協会　技術部会顧問

藤井　さやか 筑波大学大学院システム情報系 准教授

松本　由香 横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院 教授

水村　容子 東洋大学ライフデザイン学部人間環境デザイン学科　教授

主査 兵藤　哲朗 東京海洋大学学術研究院流通情報工学部門 教授

岩波　光保 東京工業大学環境・社会理工学院土木・環境工学系 教授

富田　孝史 名古屋大学減災連携研究センター 教授

(一社)日本埋立浚渫協会　技術委員会委員長

五洋建設（株） 取締役 常務執行役員 土木本部長

二村　真理子 東京女子大学現代教養学部 教授

山田　忠史
京都大学経営管理大学院 教授
京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻 教授

横木　裕宗 茨城大学大学院理工学研究科都市システム工学専攻 教授

※委員長、主査以外五十音順、敬称略

有吉　善則

【本委員会】

令和４年度　国土技術政策総合研究所研究評価委員会委員名簿

石山　宏二

清野　明

【第三部会】

野口　哲史

【第一部会】

菅原　正道

【第二部会】
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国土技術政策総合研究所研究評価委員会設置規則

平成 13年 4月  1日国総研達第 15 号 

改正 平成 14年 9月  2日国総研達第  9 号 

改正 平成 22年 4月  9日国総研達第  2 号 

改正 平成 23年 3月 31日国総研達第  1 号 

（目的）

第１条 国土技術政策総合研究所の研究体制、研究開発課題等の外部評価を行うため、国

土技術政策総合研究所研究評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（委員会の構成及び委員）

第２条 委員会は、委員１３名以内で構成する。

２ 委員は、国土技術政策総合研究所の研究開発分野の外部専門家その他の外部有識者の

うちから、国土技術政策総合研究所長（以下「所長」という。）が委嘱する。

３ 委員の委嘱期間は２年以内とする。但し、再任を妨げない。 

（委員長）

第３条 委員会に委員長を置く。

２ 委員長は、委員の互選により決定する。

３ 委員長は、委員会の会務を総理する。

（分科会）

第４条 委員会に、国土技術政策総合研究所の研究開発課題について、その研究開発分野

における専門的視点から評価を行うため、分科会を置く。

２ 分科会は研究開発課題について評価を行い、評価結果を委員会に報告するものとする。 
３ その他所長は、国土技術政策総合研究所の研究開発課題等について、分科会に意見を

求めることができる。

（運営）

第５条 委員会の招集は、所長が行う。

２ 委員会の庶務は、企画部研究評価・推進課が行う。

（雑則）

第６条 この規則に定めるもののほか、議事の手続き等、委員会の運営に関し必要な事項

は委員長が定める。

（附則）

  この規則は、平成１３年４月１日から施行する。

（附則）

  この規則は、平成１４年９月２日から施行する。

（附則）

  この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

（附則）

  この規則は、平成２３年４月１日から施行する。
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国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会設置規則

平成 15 年 7 月 7 日国総研達第 12 号 
改正 平成 23 年 3 月 31 日国総研達第 2 号 

（設置）

第１条 国土技術政策総合研究所研究評価委員会設置規則第４条の規定に基づき、国土技術政策

総合研究所研究評価委員会分科会（以下「分科会」という。）を設置する。

（分科会委員）

第２条 分科会委員は、国土技術政策総合研究所が所掌する研究開発分野の外部専門家のうちか

ら、国土技術政策総合研究所長（以下「所長」という。）が委嘱する。ただし、分科会委員には

国土技術政策総合研究所研究評価委員会（以下「本委員会」という。）の委員を複数名含めるこ

ととし、合計２５名を超えないものとする。

２ 分科会委員の委嘱期間は２年以内とする。ただし、再任を妨げない。

（部会）

第３条 分科会に部会を置く。

２ 部会は、第一部会、第二部会及び第三部会とする。

３ 所長は、研究分野を勘案して各分科会委員が属する部会を明らかにし、分科会委員を委嘱す

るものとする。この際、各部会に１名以上の本委員会委員を含めるものとする。

（主査）

第４条 分科会委員から、各部会を担当する主査を選出する。

２ 主査の選出は、本委員会委員を兼ねる分科会委員の中から委員長（国土技術政策総合研究所

研究評価委員会設置規則第３条に規定する委員長をいう。以下同じ。）の指名により行う。

（運営）

第５条 分科会における評価は、原則として、次の分科会委員からなる会議を開催して行うこと

とする。

一 評価対象研究開発課題が主に対象とする分野に応じて委員長が指定する部会に属する分科

会委員

二 前号以外の分科会委員の中から委員長が指名する分科会委員

２ 委員長は、前項第二号の指名にあたり、主査の意見を求めることとする。

３ 会議の招集は、所長が行う。

４ 会議の会務は、第１項第一号に基づき委員長が指定した部会を担当する主査が行う。

５ 第１項の会議に先立ち、あらかじめ会議出席委員以外の分科会委員から意見を求め、会議に

おける審議に反映させるものとする。

（庶務） 

第６条 分科会の庶務は、企画部研究評価・推進課、企画課及び管理調整部企画調整課が行う。 

（雑則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、議事の手続き等、分科会の運営に関し必要な事項は主査

が定める。 

（附則）

  この規則は、平成２３年４月１日から施行する。
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